
報道等関係者の皆さまへ 
渋谷区「はたちのつどい」の取材等につきましては、下記事項を遵守していただきますようお願いいたします。 

 

【遵守事項】 

＜共通＞ 

1. 事前申請および承認した報道機関のみ、撮影およびインタビュー等の取材（以下、「取材等」という。）が可能

です。ただし、入場できる報道関係者は、１社につき２名までとします。取材等を希望する報道関係者の方々

は、別紙１（撮影申請書）を記入し、12 月 26 日（金）までに事務局へメールでご提出をお願いいたします。 

2. 当日は、受付にてお名刺を頂戴し、申請書と照合します。虚偽の報告があった場合は入場をお断りさせていた

だく場合がございます。あらかじめご了承ください。 

3. 会場周辺および路上での取材等の行為は一切禁止とさせていただきます。 建物外観のみの撮影は可能です。 

4. 撮影については、撮影場所と時間を厳守していただきますようお願いいたします。 

5. 報道関係者の方々は、受付時間の遵守をお願いいたします。受付場所は、別紙 2 をご参照ください。 

6. 報道関係者の方々は、全員、必ず指定の腕章をご着用願います。（腕章は当日受付にてお渡しします。） 

7. 取材等を行う際は、身分・連絡先等を提示して、了解を得たうえで行うようお願いいたします。 

8. 来場者の連絡先など個人情報を収集する場合は、使用目的等を本人へ説明し、同意を得てからでお願いいたし

ます。また、その他目的に使用・転用しないようお願いいたします。 

9. 来場者から取材等の拒否があった場合は、すぐに取りやめていただきますようお願いいたします。その場合

は、撮影等の内容について、放送等に使用することがないようお願いいたします。 

10. 取材等のために来場者を⾧時間拘束するようなことはお控えいただけますようご配慮をお願いいたします。 

11. 取材等にあたり、来場者や式典の進行の妨げとならないようご配慮をお願いいたします。 

12. 退館時は必ず原状回復をお願いいたします。備品等の毀損、破損、汚損等の場合には賠償を請求します。 

13. その他詳細は、担当職員または LINE CUBE SHIBUYA スタッフの指示に従うようお願いいたします。 

 

＜受付開始時（12：30～13：15）＞ 

1. 上記時間は、ホワイエ（２階・４階）でのみ取材等と施設外観の撮影は可能です。 

（場外および１階・5 階ホワイエでの取材等は控えるようお願いいたします。） 

2. 上記時間での来場者に対する取材等は可能です。ただし、⾧時間にわたるインタビュー、来場者自身が回答記

入を行うアンケート、チラシ等の配布、その他一切の営業活動はお控えください。 

3. ホワイエ内での撮影は三脚等の機材の設置はできませんので、ハンディタイプの撮影機材をご使用願います。 

4. 式典進行を妨げることがないよう、13:00 以降はホワイエでの取材等はお控えください。 

 

＜客席開場後～式典終了（13：15～15：00 ごろ＞ 

上記時間は、1 階客席でのみ撮影が可能です。場外およびホワイエ（1 階・2 階・4 階・5 階）での取材等はお

控えください。 

1. 客席内でのインタビューはできません。また、スナップ写真等撮影のための声掛けもお控えください。 

2. 式典の撮影は区指定の座席でのみとし、式典中の照明・ストロボ等の使用は禁止です。 

3. 記念講演およびアトラクション撮影については、取材等をお断りする場合がございます。また、撮影した内容

についても、内容を確認し、使用をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

★問合せ・連絡先★  渋谷区役所 子ども青少年課 子ども青少年育成係 はたちのつどい事務局 
TEL：03-3463-2578  FAX:03-5456-4942 e-mail：hatachino-tsudoi@shibuya.tokyo 



撮影・取材スケジュール一覧 
 
 
 

時間 
ホワイエ（2 階・4 階） １階客席 

【撮影・インタビュー可】 【撮影のみ】 

12：30～13：15 
受付開始～開始 15 分前まで 〇 × 

13：15～13：30 
式典開始まで × 〇 
13：30～15：00 
区⾧挨拶 
区議会議⾧祝辞 
はたちのメッセージ発表 
記念講演 
実行委員企画コーナー 
アトラクションライブ  

× 
〇 

(照明・ストロボ等は使用禁止) 

15：00～ 
終演後 × × 

※上記以外の場所での撮影およびインタビューやアンケート等の取材行為は一切お断りさせていただきます。 

※記念講演及びアトラクションライブは撮影をお断りさせていただく場合がございます。 

 

【注意】 

  以上のことを遵守し、来場者等に対して不快感を与えないよう、ご配慮をお願いいたします。 

  取材ルールが守られていない場合は、取材を中止し退館していただくこともございます。 
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